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Ⅲ―Ⅱ 農林水産業、商工業等の自営業における男女共同参画の推進 
  新たに農業経営改善計画の認定を受けた女性農業者数や、家族経営協定締結農 
家数の増加によって、女性の参画は徐々に進んでいます。県内市町の農業委員会 
における女性の農業委員数も、平成 26年度は 2.28 人に増加しましたが、市町に 
よっては、女性の農業委員がいない農業委員会もあります。 
漁業をはじめ、業務の特性によっては、男女共同参画が十分進んでいない面が 

あるため、６次産業化等の新しい取組の中で、女性の視点を積極的に活用するな 
ど、農林水産業、商工業等において、今後も女性が活躍できる場の確保等に向け 
て取り組む必要があります。 
 

Ⅳ 家庭・地域における男女共同参画の推進 
平成 26年度に県が実施したｅーモニター調査において、「男女共同参画を推進し

ていくためには、どのようなことが必要だと思いますか」という設問に対して、「男
性の意識改革」と回答した人の割合は 44.8％で最も高く、「長時間労働の是正」が
28.7％、「男性の家事・育児への参画」が 28.4％と続いています。 
また、「働く場で女性の活躍が進むためには、家庭や社会等からどのような支援 

が必要と考えますか」という設問に対して、「保育の施設・サービスの充実」と回答
した人の割合は 70.5％で最も高く、「男性の積極的な家事・育児・介護への参画」
が 60.7％で次に高くなっています。 
 男性中心型労働慣行による長時間労働は、男性が家庭生活や地域活動に関わるこ
とを難しくして、女性への家事や育児、介護への負担を高めている面があります。 
男性の意識や働き方の改革を進めることで、家庭や地域の一員として、男女が共に
責任を果たすことができるような取組を進める必要があります。 
  
Ⅴ 心身の健康支援と性別に基づく暴力等への取組 
Ⅴ―Ⅰ 生涯を通じた男女の健康と生活の支援 

平成 26年度の県内のがん検診受診率は、乳がん 33.4%、子宮頸がん 51.6%で、目 
導達成に向けて進んでいるものの、項目によっては十分ではありません。 
 また、ひとり親世帯や単身世帯、障がい者、外国人住民、性同一性障がい等を 
有する人々は、地域社会における孤立や生活上の困難等を抱える場合があります。 
男女が互いの性差に応じた健康について理解を深め、一人ひとりが健康の維持・ 

増進に取り組むとともに、性差に応じて的確な医療を受けることができるよう、 
サービスや情報提供、支援等の取組をさらに推進する必要があります。 
 また、ひとり親世帯や単身世帯、障がい者、外国人住民、性同一性障がい等を
有する人々など、実態に応じた生活支援や人権尊重の観点から啓発を進めるとと
もに、現状や課題を十分に認識し、より適切な対応をしていく必要があります。 

 
Ⅴ―Ⅱ 男女共同参画を阻害する暴力等への取組 

女性相談所、男女共同参画センター「フレンテみえ」、県警本部等の平成 26年度
のＤＶ相談件数は 1,952 件であり、県警本部におけるストーカー事案は 360 件とな
っている一方で、多くの被害者は自ら助けを求めることができないという実態もあ
ります。 
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地域や日常生活におけるＤＶ、ストーカー等、あらゆる暴力を許さない社会意識
を醸成するため、引き続き啓発活動を実施するとともに、警察、市町等の関係機関
が連携し、被害者の相談や支援を充実する必要があります。 
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